
事務系職種の
人材育成のために

（企業法務・総務・広報、経理・資金財務、
経営管理分析・国際経営管理、貿易）

会社と従業員がともに
成長するための仕組みづくり

はじめに・本マニュアルの構成
１．「職業能力評価基準」とは
２．入社後のキャリア・ビジョンを描く
３．人材育成に有効な能力評価を行う
４．必要な能力水準を「見える化」する
５．効果的な経験者採用のために
６．ツールの入手方法



「事務系」の仕事は、全労働人口のうち約２割を占めており、その範囲は「人事」
「総務」「経理」にとどまらず、実に幅広く存在していて、どの企業・産業にも不可
欠な位置づけとなっています。また、昨今の「事務系」 の仕事は、従来の管理業
務を中心とした間接的な役割に加え、事業戦略の実現をサポートする戦略的な
役割も求められるようになってきています。 このように、企業の円滑な活動には
「事務系」の仕事は必須であり、企業の成長を支える 「鍵」であるということもでき
るでしょう。その一方で、事務系職種については、次のような課題を抱えています。

はじめに

人材

確保

定着 育成

人材の確保、定着、育成上の課題

人材確保・定着
に 関する課題

・人材の獲得競争が激化しており、特に新卒社員など若年層の採 用環境
が厳しさを増している。

・多様なキャリアパスの整備やワークライフバランスの実現等を 推進し、
社員が長期的に働き続けたいと思えるような環境を整備する必要がある。

・仕事のやり方を常に見直し、生産性向上と働き方改革を推進していく必
要がある。

人材育成上の
課題

・採用した人材を早期に即戦力化するため、OJTの見直しや教育 訓練体系
の整備が必要になっている。

・現場の人材育成能力が低下しており、 管理職等の部下育成能力の底上げ
が必要になっている。

・中間管理職が多忙で組織目標が末端まで浸透せず、トップと現 場の意識
が乖離している。

・能力や適性を見極め、適材適所の人材配置やジョブ・ローテー ション
を実現することが重要になっている。
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多くの企業にとって、「人材」こそが最大の経営資産であり、競争力の源泉です。入職後 のキャリ
アパスを明確にし、従業員が仕事を通じて成長を実感できる仕組みを整えることが、人材の確保・
育成・定着に必須の条件だと考えられます。このマニュアルは、人材育成の仕組みをしっかりと整
え、会社と従業員の成長をともに実 現したいと考える方々のために作成されています。本マニュア
ルでご紹介する各種ツールを 活用し、「人が育つ会社」の実現に向けた取り組みを進めてみませ
んか？

効果的な人材育成を
行いたい

評価者の目線を合
わせ、評価のレベル
を向上させたい

自社が求める人材
像を明確にしたい

効果的な採用面接
を行いたい

職業能力
評価基準

キャリア
マップ

職業能力評
価シート

・効果的な能力開発、評価レベル
の向上

・キャリアパスの明確化
・人材の早期育成

・社内外への人材スペックの明確化
・異なる部署間でのスキル水準のす

り合わせ
・人材の社内公募への活用

・効果的な能力開発、評価レベル
の向上

・キャリアパスの明確化
・人材の早期育成

人材要件
総括表

（中途採用面接評価シート）

連
動

OJTコミュニ

ケーション
シート

その他、関連
ツール

• 業種毎の評価基準

• 業種横断的な事務
系職種の評価基準
を整備

• 労働者が保有すべき
「職業能力」（※）を職
務行動例として明確
化し、整備・体系化し
たもの（職業能力の辞
書）

参
照

用 途ニーズ

展
開

参
照

参
照

育

成

採

用

P.9
③

P.5
②

P.3
①

⑤

P.20

P.22
⑥

本マニュアルの構成

「職業能力評価シート」を中心とした企業の取り組み事例

展
開

活用
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人材要件確認表

（※）職務を遂行する
ために必要な「知識」、
「技能・技術」のこと



「職業能力評価基準」とは、仕事をこなすために必要な「知識」と「技術 ・ 技能」に加えて、「成果につながる
職務行動例（職務遂行能力）」を、業種別、 職種・職務別に整理したものです。
事務系職種の職業能力評価基準は、平成16年に完成し、その後、平成20年にメンテナンス（改訂）版が作

成されています。 さらに順次再改訂作業が 進められており、 平成30年度には「企業法務・総務・広報」「経
理・資金財務・経営管理分析」「国際経営管理・貿易」の3職種について の再改訂版（改訂第二版）が完成し
ています。

「職業能力評価基準」とは
１

事務系職種の職業能力評価基準の全体像

職業能力評価基準の構造

事務系職種では、9種類18職務につ
いて4段階にレベルを分け、それぞ
れについて個別業務に対応する「能
力ユニット」毎に求められる能力を詳
細に定義しています。
この能力は、コンピテンシーと置き換

えることもできます。

POINT

「企業法務」職種能力ユニット一覧 「企業法務」(レベル1) 職種能力評価基準

は平成30年度に再改定を行った職種です

主な仕事内容を「能力ユニッ
ト」として整理しています。

事務系職種の
一般的な職種
体系を示して
います。
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職種名

定義

＜共通能力ﾕﾆｯﾄ＞

L1 L2
職務 能力ユニット名 スタッフ ｼﾆｱ･ｽﾀｯﾌ ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ﾏﾈｼﾞｬｰ ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ

ビジネス知識の習得 00C001L11

PCの基本操作 00C002L11

企業倫理とコンプライアンス 00C003L11 00C004L22

関係者との連携による業務の遂行 00C006L11 00C007L22

課題の設定と成果の追求 00C009L11 00C010L22

業務効率化の推進 00C015L11 00C016L22

多様性の尊重と異文化コミュニケーション 00C024L11 00C025L22

＜選択能力ﾕﾆｯﾄ＞

Ｌ１ Ｌ２
職務 能力ユニット名 スタッフ ｼﾆｱ･ｽﾀｯﾌ ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ﾏﾈｼﾞｬｰ ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ

企業法務基礎 00S038L11

企業組織に関する法務基礎 00S039L11

労働に関する法務基礎 00S040L11

契約書の作成・審査基礎 00S041L11

担保権設定と債権管理・回収基礎 00S042L11

企業取引に関する法務基礎 00S043L11

社内規程・文書管理に関する法務基礎

消費者関連法に関する法務基礎

知的財産権基礎 00S044L11

紛争処理基礎 00S045L11

国際法務基礎 00S046L11

リスクマネジメントに関する法務基礎

リスクマネジメントに関する法務 00S047L22

株式会社の運営に関する法務 00S048L22

会社の組織再編とM&Aに関する法務 00S049L22

金融商品取引法とディスクロージャーの法務 00S050L22

知的財産権に関する法務 00S051L22

非典型契約の作成と審査 00S052L22

ソフト・ロー対応

財務、税務・会計に関する法務

担保権設定と管理に関する法務 00S053L22

与信管理・債権回収 00S054L22

民事訴訟・執行 00S055L22

国際法務 00S056L22

企業法務専門 00S057L33

知的財産管理専門 00S058L33

企業法務マネジメント 00S059L33

企業法務高度専門 00S060L44

知的財産管理高度専門 00S061L44

企業法務上級マネジメント 00S062L44

事務系職種（業種共通）　 「企業法務」　能力ユニット一覧　（様式２）

企業法務・総務・広報

企業法務、社内管理、社外対応、社内外における企業コミュニケーションの円滑化など、経営全体の運営を推進またはサポートする仕事。
業務内容に応じて「企業法務」「総務」及び「広報」の３つの職務に区分される。

L3 L4

企業法務

00C008L34

00C026L34

Ｌ３ Ｌ４

全職務共通

00C005L34

00C011L34

00C017L34

スペシャリスト マネジャー ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●必要な知識

5. 自社の法務組織体制、権限分担

レベル１
スタッフ

レベル２
シニア・スタッフ

レベル３
マネージャー

レベル４
シニア・マネージャー

ユニット番号 00S038L11

選択
能力ユニット

能力ユニット名 企業法務基礎

概　　要
法務担当者としての基礎知識を有し、上司の指示に基づき担当業務を正確に
遂行する能力

能力細目 職務遂行のための基準

①担当業務に関
する作業方法・作
業手順の検討

企業法務の意義、法体系、法令・判例の読み方など、企業法務実務の推進に必要な基本的事項
を理解している。

上司や先輩・同僚からの助言を踏まえ、企業法務に関する担当業務について優先的に取り組む
べき課題を整理している。

日常の法務業務に関し、実施手順や事務的手続、文書のフォーマット、社内決裁ルート等を確認
し、正しく理解している。

担当業務の実施方法や実施手順に曖昧な点がある場合には、必ず上司や先輩に質問し解決を
図っている。

②企業法務に関
する業務の推進

関係する法令・判例の検索等の業務をスピーディに行っている。

民法、商法、会社法等の基本的解釈に関する社内関係者からの問合せ対応など企業法務の定
例的業務に関しては、上司の包括的指示を適宜受けながら業務を完遂している。

法律問題への対処に際し、過去の判例や会社の対応例を調べるなど効率的に仕事を進めてい
る。

法律上のトラブルなど突発的事態が発生した場合には、まずは上司に一報したうえで指示を受け
て的確に行動している。

法令の解釈をめぐり過去に類例のない問題に直面した場合には、自分勝手な判断を行うことなく
上司や先輩に報告して指示を仰いでいる。

③担当業務に関
する創意工夫の推
進

担当業務に関する報告書類は遅滞なく作成し、管理している。

担当業務に関し、満足できた点、不足していた点などに関する自己評価を行っている。

不足していた点については率直に反省し、上司の助言等を踏まえて次期の業務改善に活かすべ
く工夫している。

法務に関する日常業務をめぐり、問題点や今後改善すべきと思う点を自分なりに整理し、上司や
先輩に対して意見具申している。

1. 企業法務の役割 　●判例検索の方法

　●企業法務の意義 　●法律図書の調査法

　●企業法務の重要性 　●法律文献について目的に応じた要約の作成

　●社内各部との連携 　●法律論文の読み方

　●社外専門家の活用

2. 企業活動とコンプライアンス 6. 企業法務に関する社会動向、法改正の動き

　●法律判断と経営判断の一体化

　●企業法務とコンプライアンス

3. 法令の基礎

　●目的に応じた文献の選択

　●会社法、商法、民法

4. 法体系と法律文献調査

　●法体系

　●法体系の調査

共
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能力ユニットごとに「職務遂行
のための基準」と「必要な知
識」を示しています。



レベル区分 キャリアパス レベル区分目安

レベル1 スタッフ 担当者として、上司の指示・助言を踏まえて定常的業務を確
遂行するために必要な能力水準。

レベル2 シニア・スタッフ チームの中心メンバーとして、創意工夫を凝らして自主的な
改善、提案を行いながら業務を遂行するために必要な能力水

レベル3 スペシャリスト
マネジャー

中小規模組織の責任者もしくは高度専門職、熟練者として、
方針を踏まえて管理運営、計画作成、業務遂行、問題解決等
行い、企業利益を創出する業務を遂行するために必要な能力
準。

レベル4 シニア・スペシャリスト
シニア・マネジャー

大規模組織の責任者もしくは最高度の専門職･熟練者として、
範かつ総合的な判断及び意思決定を行い、企業利益を先導・
造する業務を遂行するために必要な能力水準。

部門の一員として企業利益の創出・
確保に貢献する役割を担う。

公式組織や個別プロジェクトのマネジャー
として、部門戦略を策定し、目標の達成に
向けて組織を統率する役割を担う。

担当分野に関し一定の権限と責任を付与さ
れ、高度な課題解決や業務遂行を通じて企
業業績の向上に貢献する役割を担う。

スタッフ シニアスタッフ

マネジャー シニアマネ
ジャー

スペシャリスト
シニア

スペシャリスト

レベル1 レベル2
レベル3 レベル4

キャリアマップ

職務概要書

職務概要書

仕事内容や求められる経験・能力、関連
資格等を義務別に整理しています。

一般的なキャリアマップを示しています。
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キャリアマップとは、職業能力評価基準（p.3～p.4）で設定されているレベル１～４をもとに、能力
開発の標準的な道筋を示したものです。キャリアマップでは、①キャリアの道筋と②各レベルの習
熟の目安となる年数が一目で分かるようになっています。さらに、③キャリアの道筋に沿ってレベル
アップする際にカギとなる経験・実績や、④関連する資格・検定等が記載されています。 職業能力
評価基準の「レベル」と自社の資格等級制度をもとに、「レベル」を時間軸上に展開する ことにより、
ことにより、自社版のキャリアマップを作成することができます。

「入社後のキャリア・ビジョンを描く－キャリアマップ－
2

スタッフ シニアスタッフ

マネジャー シニアマネジャー

スペシャリスト
シニア

スペシャリスト

レベル1 レベル2

レベル3 レベル4

部門の一員として企業利益の創出・確保
に貢献する役割を担う。

公式組織や個別プロジェクトのマネジャーとして、部門
戦略を策定し、目標の達成に向けて組織を統率する役割
を担う。

担当分野に関し一定の権限と責任を付与され、高度な課
題解決や業務遂行を通じて企業業績の向上に貢献する役
割を担う。

●事務系職種のキャリアマップ（標準形）

キャリアマップにおけるレベル別年数の設定について

キャリアマップには、それぞれのレベルに求められるスキルを習得するための
おおよその期間（習熟年数）を例示しています。この年数はあくまで「目安」で
あって、業種・業態、企業規模、従業員の年齢構成等によって相当程度異なり
ます。また、教育訓練の内容や本人の努力、さらには、どのような仕事をどのよ
うに経験させるかによっても、差が発生することに注意が必要です。このように、
キャリアマップに示された年数は“絶対”というものではありませんから、自社の
育成計画や職務配分等を踏まえて、年数目安をカスタマイズしてみてください。

column

5



column

職種 資格・検定等の名称 実施主体等

企業法務

弁護士・司法書士
行政書士
弁理士
ビジネス実務法務検定試験
ビジネス・キャリア検定試験
法学検定試験

法務省
一般財団法人行政書士試験研究センター

特許庁
東京商工会議所
中央職業能力開発協会
公益財団法人法学検定試験委員会

総務 ビジネス・キャリア検定試験
秘書技能検定

中央職業能力開発協会
公益財団法人実務技能検定協会

広報 PRプランナー資格認定制度
ビジネス・キャリア検定試験

公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会
中央職業能力開発協会

経理

ビジネス・キャリア検定試験
経理事務パスポート検定
電子会計実務検定
経理・財務スキル検定
簿記検定
簿記能力検定
公認会計士
税理士

中央職業能力開発協会
一般社団法人日本CFO協会と株式会社パソナ
日本商工会議所
一般社団法人日本CFO協会FASS運営委員会
日本商工会議所
公益社団法人全国経理教育協会
公認会計士・監査審査会
国税庁

資金財務

経理・財務スキル検定
ビジネス・キャリア検定試験
簿記検定
簿記能力検定
公認会計士

一般社団法人日本CFO協会
中央職業能力開発協会
日本商工会議所
公益社団法人全国経理教育協会
公認会計士・監査審査会

経営管理分析

ビジネス・キャリア検定試験
経理・財務スキル検定
電子会計実務検定
中小企業診断士
USCPA

中央職業能力開発協会
一般社団法人日本CFO協会FASS運営委員会
日本商工会議所
一般社団法人中小企業診断協会
米国公認会計士協会

国際経営管理

TOEICテスト
実用英語技能検定
国際連合公用語英語検定

一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会

公益財団法人日本英語検定協会
公益財団法人国際連合協会

貿易

貿易実務検定
貿易アドバイザー資格
通関士資格
日商ビジネス英語検定
実用英語技能検定

日本貿易実務検定協会®
一般社団法人貿易アドバイザー協会
財務省
日本商工会議所
公益財団法人日本英語検定協会

関連する資格・検定等について

各職種のスキルアップには、 参考となる資格・検定等が存在します。 下表にいくつか例
示しましたが、キャリアマップを 企業で活用する際は、参考となる資格・検定等をピックアッ
プし、 それを追加して使用するとよいでしょう。
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キャリアマップのカスタマイズ事例

キャリアマップは事務系職種一般をカバーするような汎用性を意識して作成されています。このた

め、各社の実状に応じてレベルごとの必要年数等の一定のアレンジを行うことで、自社版のキャリ
アマップを作成することがで きます。 ここでは２社のケース（事例）をもとに、「自社版のキャリアマッ
プ」作成の進め方についてご紹 介します。

チェックポイント1 各レベルの習熟目安年数の設定

各レベルのスキルを習得するための目安となる年数を設定します。目安となる年数は「該
当レベル に期待される能力を習得し、一つ上のレベルに到達するまでにかかる標準的な年
数」と考えて下さい。 A社の例では、レベル１～２の年数をオリジナル（P.5）のキャリアマップ

から修正しています。また、レベル３以上は一般化が困難であるため、年数を削除していま
す。

チェックポイント2 資格等級制度に即した職位・職階等の設定

自社の資格等級制度に照らして、レベル１～４に相当する資格等級名や役職名を記入しま
す。A社では（オリジナルのキャリアマップと同様に）レベル３以上は管理職系統と専門職系
統に枝 分かれするため、それぞれの役職名称を記入しています。

チェックポイント3 関連資格など追加情報の記載
A社では、昇格要件の一つとしてビジネス・キャリア検定を活用しているため、具体的にど

のレベル でどのような要件が求められるかを記載しています。また、オリジナルのキャリア

マップにある「レベルアップのカギとなる経験・実績」に代えて、節目で行われる昇格審査の
内容を記載しています。

7

（例）
ビジネス・キャリア検定
(２級合格または認定講

座終了)

（例）
ビジネス・キャリア検定
(３級合格または認定講

座終了)



チェックポイント1 各レベルの習熟目安年数の設定
B社の例では、自社の標準的な昇進・昇格年数等を参考に、オリジナルのキャリア

マップに示された年数を若干修正しています。

チェックポイント2 自社の等級制度に即した職位・職階等の設定
B社では専門職制度を現在検討中であるため、スペシャリストの部分を点線で表記し

ています。

チェックポイント3 レベルアップのための経験・実績の修正
B社ではレベル１から２に上がる段階でプレゼンテーション能力や判断力・交渉力の

向上等が期待されるため、こうした項目をキャリアマップに追記しています。
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職業能力評価シートとは、「職業能力評価基準」で職種・職務・レベル別に定められている「職務
遂行のための 基準」を簡略化したものであり、 人材育成に有効な示唆を得ることができるチェック
形式の評価シートです。 これを用いると、「自分（または部下）の能カレベルはどの程度なのか」「次
のレベルに上がるには何が不足しているのか」を 具体的に把握することができます。

キャリアマップと合わせて職業能力評価シートを活用することで、キャリアの道筋に沿った従業員
の成長を支援 することが可能になります。

人材育成に有効な能力評価を行う 職業能力評価シート

OJTコミュニケーションシート

3

職業能力評価シートの種類

全体で３職種8職務について、各４レベル（レベル３・４は種類別）、合計３０種類のシートを整備しています。

職業能力評価シートの種類

実際に知識やスキルをチェックするための「評価シート」（本体）と、チェックで迷った場合に参照する「基準一覧」、なら
びに、自己評価に使える「必要な知識」という２つの参照ツールがあります。

評価シート（本体）
（目的）職業能力を判定する

ための基準

サブツール
（目的）判定に迷った際に

参照する詳細基準

9



①被評価者の職種・職務、レベルの特定

どのスタッフが、どの種類の、どのレベルのシートを使うのか決定します。

② 自己評価の実施
最初に、スタッフが自分自身の知識やスキルをチェックします。なお、チェックは下
記の○△×の基準に沿って記号を入力します。

③上司評価の実施
どのスタッフが、どの種類の、どのレベルのシートを使うのか決定します。

④ 上司による「コメント」の記入

評価のポイントや理由などを記載します。その後、上司と部下で面談をして、お互い
の評価が異なっている場合はなぜその評価を付けたのか、さらに知識・スキルを向上
させるにはどうすればよいかを話し合いましょう。
※コメント欄は必要な部分中心に記入します。枠の統合も可能です。

職業能力評価シート（企業法務　レベル１）　　

Ⅰ.職務遂行のための基準　共通能力ユニット
能力ユニット 能力細目 自己評価 上司評価 コメント

①ビジネスや社会経済の一般

動向の習得

政治経済動向、一般常識などの基本的事項や関係するビジネス分野の知識の習

得に取り組んでいる ○ △

②会社の仕組みの理解 会社の事業領域や組織形態や組織構造について概要を理解している ○ △

③ビジネスマナーの習得 会社の経営理念や社是・社訓等の内容を理解し、可能な範囲で実践している △ △

①PCの基本操作 PCの基本的な操作方法を身につけ、セキュリティに留意して適切な使用をしている ○ ○

②ワープロソフト、表計算ソフト

等の活用

ワープロソフト、プレゼンテーションソフト、表計算ソフト等を用いて、見やすい事務

文書、表・グラフ作成を行っている ○ ○

③情報の検索・加工と整理 電子メールの活用やインターネットを使った情報検索を支障なく行っている ○ △

①法規範、社内規範、倫理規範

の遵守

担当職務の遂行において従うべき法令上の要請事項を理解し、必ずこれを守ってい

る △ ○

②倫理的問題の解決
職務において自己の能力、権限を超える場合には、独断で判断を行うことなく上位

者に相談し助力を求めている △ ○

①チームワークの発揮 周囲から質問や助力を求められた場合には快い態度で対応している ○ ○

②周囲との関係構築 周囲との積極的にコミュニケーションをとり、友好的な人間関係を構築している ○ ○

【評価の基準】

○ ： 　一人でできている

         （下位者に教えることができるレベルを含む）

△ ： 　ほぼ一人でできている

         （一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル）

× ： 　できていない

         （常に上位者・周囲の助けが必要なレベル）

職務遂行のための基準

ビジネス知識の習

得

PCの基本操作

企業倫理とコンプラ

イアンス

関係者との連携に

よる業務の遂行

具体的な記入方法

職業能力評価シートの記入方法は以下のとおりです。筆記用具を使って紙のシートに記入する方
法のほか、電子ファイルをダウンロードし、パソコン上で直接入力して活用することも可能です。

〇：一人でできている（下位者に教えることができるレベルを含む）

△：ほぼ一人でできている（一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル）

✕：できていない（常に上位者・周囲の助けが必要なレベル）

※「業務上、該当しない評価項目」は「一」として評価対象外として下さい。

１

２ ３ ４
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職業能力評価シートはそのまま使うこともできますが、 各社の実状に合わせてカスタマイズすると効
果的です。 次のポイントに留意してカスタマイズを進めてみるとよいでしょう。

職業能力評価シートのカスタマイズ

「自社にはない業務内容が書かれている」

⇒能力ユニット・能力細目の削除

●「能カユニット」と「能力細目」を見て、自社
に存在しない業務を削除 します。

「自社の業務内容で、書かれていないものがある」

⇒能力ユニット・能力細目の追加

●職業能力評価シートに記載されていない業務な
どがある場合は、 新たに項目を追加します。

●項目を追加するだけでなく、自社の経営方針な
どに照らして検討します。特に詳しくチェック
したい業務や行動がある場合には、職業能力評
価シートの項目を分割するなどして、さらに詳
細なチェック 項目を設定してもよいでしょう。

【スタッフが読んで、分かりにくい表現がある」

⇒職務遂行のための基準の変更

●「職務遂行のための基準」を読み、自社の実態
に合せた文言に修正 します。
職業能力評価シートは、業界汎用性を意識して
作成されています。 このため、従業員が読んだ
ときに「何のことを言っているのだろう」と理
解しにくかったり、「自分には当てはまらない
内容ではないか」と チェックする意欲を失って
しまったりすることがあります。こうした 場合
には、従業員にとって“分かりやすく納得しやす
い基準”に置き 換える必要があります。

① 職務遂行のための基準の変更
担当職務の内容に応じて、該当する能カユニット・能力細目の統廃合を行いましょう。

例）小規模企業などで総務と広報が一体となっている場合には、職業能力評価シートを統合して一種類の
シートにする （「共通能カユニット」は両職務とも同じであり、「選択能カユニット」部分のみ分割する。）。

② 自社の業務実態に応じて置き換える
自社の業務実態や各レベルに求められる権限に応じて、相応しいか確認しましょう。

例）レベル２において設定されている業務については、レベル３以上の担当者が行う場合は、レベル２のシー
トからは削除する。

③ 用語を自社で使っている言葉に置き換え
あまり自社で使わない用語を自社の言葉に置き換えることにより、具体的で分かりやすい文言に修正しま

しょう。
●能カユニット名の修正 例）「〇〇事務」を「△△事務」などに置き換える。
●一般名詞 ・ 固有名詞の修正 例）「〇〇事務の推進に必要なツール」などの語を自社で実際に使っている
ソフトウェアや 情報システムの名称に置き換える。

④ その業務の頻度に応じて置き換える
定常的に発生する業務でない場合には、「必要に応じて～」「～の場合には」などの文言を追加しましょう。

例）「･･･〇〇等を活用して効果的な△ △を行っている。」 → 「･･･〇〇等を活用して、必要な場合には△△
を行っている。 」
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各社の実情に即したカスタマイズの進め方

「総務」「広報」のレベル３（マネジャー）を例に、カスタマイズ方法を解説します。

自社の業務内容に沿った能力ユニットの統廃合

たとえば小規模企業などで総務と広報は一人の課長が統括している場合には、関係する能カ ユ

ニットを一つにまとめます。また、自社では担当者が存在しない仕事や、他部署で所管している仕事

があれば、能カユニットの削除または他部署の職業能力評価シートヘの移管を行います。

自社の実状に即して評価基準を差し替える

職業能力評価シートは幅広い企業での活用を念頭においているため、一般的な表現になっていると
ころ があります。自社の実状に即してこれを修正することで、より実態に即した能カチェックが可能と
なります。 以下の例は、広報専門（レベル３）の基準を修正する場合の例です。自社で推奨しているや
り方にあわせ、 評価基準の差し替えを行っています。

能力ユニット 能力細目 職務遂行のための基準

広報専門 ②広報業務の推進
常に企業イメージの向上を念頭に置きながらマ
スコミ等の社外対応を遂行している

能力ユニット 能力細目 職務遂行のための基準

広報専門 ②広報業務の推進
定期的にマスコミ等を介した好意的な情報の発
信を通じて、企業イメージの向上につとめている

1 総務業務に関する企画・計画

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

総務（レベル3・マネジャー）
の選択能力ユニット

総務マネジメント

広報（レベル3・マネジャー）
の選択能力ユニット

広報マネジメント

統合後の選択能力ユニット

総務・広報マネジメント

自社の組織構造や業務内
容に応じて統廃合を行う

column

総務マネジメントの推進

総務業務の検証と評価

人・組織のマネジメント

広報業務に関する企画・計画

広報マネジメントの推進

広報業務の検証と評価

人・組織のマネジメント

総務・広報に関する企画・計画

総務・広報マネジメントの推進

総務・広報の検証と評価

人・組織のマネジメント

広報をほとんど行わない場合は、
総務業務に集約することも可能

自社の実状に
即して評価基準
を差し替える

12

人
材
育
成
に
有
効
な
能
力
評
価
を
行
う



「ＯＪＴコミュニケーションシート」は、職業能力評価シートを使ったスキルチェックの結果を
「見える化」し、 人材育成につなげていくために活用できるシートです。 上司・部下での育
成面談の際などに、 能力開発の“ベクトル合わせ”を行ってみて下さい。

参考ツール「OJTコミュニケーションシート」の使い方

OJTコミュニケーションシートとは？

OJTコミュニケーションシートとは、職業能力評
価シートでの 評価結果が一目で分かるようにグ
ラフ化し、その結果に基づ いて今後の育成課題

や能力開発目標を書き込むことができるシート
です。 このシートを活用すると、右のような利点
が期待 できます。

能力チェックの結果がレーダー
チャート形式で表示されます。

レーダーチャートで確認した強み・弱みを踏まえ、上司と部下でコ
ミュニケーションをとりながら育成計画を作成します。

スキルアップ上の課題

スキルアップ目標 ※現在評価は上司評価

能力ユニット 現在評価 目標評価

関係者との連携による業務の遂行 チームワークの発揮

企業法務基礎 企業法務基礎

能力ユニット・点数一覧 スキルアップのための活動計画

自己 上司 活動計画 スケジュール、期限

評価 評価

ビジネス知識の習得 2.0 1.0

PCの基本操作 2.0 1.0

企業倫理とコンプライアンス 1.0 1.0

関係者との連携による業務の遂行 1.0 0.5

課題の設定と成果の追求 1.0 1.0

業務効率化の推進 2.0 2.2

多様性の尊重と異文化コミュニケーション 1.3 1.5 実績

企業法務基礎 1.7 0.5 実績（スキル習熟状況、活動実績など）、本人コメント 上司コメント

企業組織に関する法務基礎 2.0 1.0

労働に関する法務基礎 1.0 1.0

契約書の作成・審査基礎 2.3 2.2

担保権設定と債権管理・回収基礎 1.2 1.5

企業取引に関する法務基礎 2.5 1.5

社内規程・文書管理に関する法務基礎 3.0 2.5

消費者関連法に関する法務基礎 2.0 1.0

知的財産権基礎 2.0 1.5

紛争処理基礎 2.0 1.0

国際法務基礎 2.0 1.0

リスクマネジメントに関する法務基礎 1.5 2.0

能力ユニット名

・チームワークについては部門全体の課題でも
あるので、週ミーティングを活用した情報・タス
ク共有と分担を機能的に行っていく。
・企業法務基礎については、一つ研究課題を
与え、提案を出してもらうことにする。

・週ミーティングは今月から開始
・企業法務基礎提案は××月を予定

・週ミーティングでタスク共有がされる中で、自
分の役割もわかるようになってきた。より積極

的に先輩方と連携することができた。
・企業法務基礎については、自力で一つ提案
できたのはよかったが、質の向上を今後求め

ていきたい。

・昨年に比べるとチームワークの中で役割を果
たす意識も高まり、組織力向上に貢献してきて
いる。今後は自主的な情報収集も増やし、
チームに新たな視点をもたらすような意見・提
案を増やしていってほしい。

× △

スキルレベルチェックグラフ

・業務には真剣に取り組み、わからないことは周囲に聞く等、取り組む姿勢は問題ありません。しか
し、与えられた仕事だけにとどまらず、チームの状況も把握していくことが今後期待されます。それに
より、自身のなすべきことがよりクリアになってくるはずです。
・業界情報などをより深く知り、意見・提案が増えてくることも今後期待します。

能力細目

△ ○

課
題
特
定
・
目
標
設
定

実
績
確
認

0

1

2

3
ビジネス知識の習得

PCの基本操作

企業倫理とコンプ…

関係者との連携…

課題の設定と成…

業務効率化の推進

多様性の尊重と…

企業法務基礎

企業組織に関す …
労働に関する法…契約書の作成・審…

担保権設定と債…

企業取引に関す…

社内規程・文書管…

消費者関連法に…

知的財産権基礎

紛争処理基礎

国際法務基礎

リスクマネジメント…

系列1 系列2 系列3
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OJTコミュニケーションシートとは？

OJTコミュニケーションシートの構成の説明

Ⓐ能力ユニット・点数一覧
評価の対象となった「能力ユニット」とその「自己
評価」「上司評価」の一覧を記載する箇所です。

Ⓑスキルレベルチェックグラフ
「Ⓐ能力ユニット・点数化一覧」をグラフ化する箇
所 です。職業能力評価シートの結果をグラフ化
する ことで、本人の強み・弱みの把握ができ、ス
キルアップ のための課題特定が容易になります。

Ⓒ課題特定・目標設定
「Ⓑスキルレベルチェックグラフ」を参考にし、本
人 の「スキルアップ上の課題」「スキルアップ目
標」 「スキルアップのための活動計画」を記載す
る 箇所です。

Ⓓ実績確認
「Ⓒ課題特定・目標設定」で掲げた目標がどの程
度 達成されているかを評価する箇所となります。
次回評価する際に使用します。

OJTコミュニケーションシートをアレンジする例

アレンジ１

アレンジ２

シートの見出し
を 目的に応じて
変更

期初と期末の変
化 を確認できる
面談 用シートに

14
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職業能力評価シートのカスタマイズ

職業能力評価シートを活用することで、従業員一人ひとりの強み、 弱みが明らかになりますが、
その結果を集計 することで、 組織全体の育成課題を洗い出すことが可能になります。 さらに、 能
カチェックの結果を部署別に 集計すれば、 組織ごとのスキルの偏在状況が「見える化」され、 配置
の適正化など人材活用の最適化を実現する ことが可能になります。

ステップ１

ステップ２

ステップ３

個人別の能力チェックの実施

能力チェックの結果の集計

課題の抽出と対策の立案

対象となる部署を選定し、従業員の職種に対応した職業能力評価シー トを配布します。 個人別の能カ
チェックを行います。

個人別の能力チェックが終わったら、その結果を集計し、項目別、組織別の平均点を算出します。

集計結果をもとに、「全社的に点数が低い項目」や「特定の組織で点数が低い項目」などがないか確認し
ます。 問題がありそうな場合 には、 その原因を分析した上で、 教育計画の見直し等に活用するとよいで
しょう。 また、 特定の組織で総じて評価結果が低いなどスキルの偏在が判明した場合には、 配置の見直
し等を検討してもよいでしょう。
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参考ツール「必要な知識」の使い方

「必要な知識」は、各職種・レベルに求められる知識を表にしたものです。自身の現状をチェックし、今後のレ

ベルアップポイントを探るためなどに活用してください。

Ⅳ.必要な知識（選択能力ユニット 企業法務　レベル1）

能力ユニット 必要な知識
自己
評価

1. 企業法務の役割

　●企業法務の意義

　●企業法務の重要性

　●社内各部との連携

　●社外専門家の活用

2. 企業活動とコンプライアンス

　●法律判断と経営判断の一体化

　●企業法務とコンプライアンス

3. 法令の基礎

　●会社法、商法、民法

4. 法体系と法律文献調査

　●法体系

　●法体系の調査

　●目的に応じた文献の選択

　●判例検索の方法

　●法律図書の調査法

　●法律文献について目的に応じた要約の作成

　●法律論文の読み方

5. 自社の法務組織体制、権限分担

6. 企業法務に関する社会動向、法改正の動き

企業法務基礎

Ⅲ. 必要な知識　（共通能力ユニット　レベル1）

能力ユニット 必要な知識
自己
評価

1. 国内外の社会経済に関する一般常識

2. 景気動向、基本的な経済指標

3. 財政・金融動向、政治経済動向、技術動向、雇用情勢

4. 業界動向

5. 企業や業界の仕組み

6. 規制改革の同行

7. 会社の経営理念、社是・社訓

8. 挨拶、敬語など基本的なビジネスマナー

1. 基本的なPC用語

2. ネットワークセキュリティの基本理解（LAN、インターネット、電子メール、ウイルスとウイルス対策）

3. ワープロソフトを使った文書の作成法（文字入力、図表作成、保存編集、印刷設定等）

4. 表計算ソフトの使用法（ワークシートの作成・編集、書式設定方法、関数機能の理解と使い方、ソフトの互換等）

5. プレゼンテーションソフトなど基本ソフトの活用法

6. 情報検索の知識（インターネット等）

7. データ利用時の留意点（著作権等）、データの加工・編集方　等

1. 社内の倫理規定・行動規範

  ●経営理念・経営方針

　●社是・社訓

　●倫理規程

2. 会社の就業規則及び関連諸規程

3. 問題となりやすい主な事項

　●個人情報保護

　●インサイダー取引

　●談合、カルテル等の不正競争

  ●ソフトウェア等の違法コピー（知的財産権の保護）

  ●人権、セクハラ、パワハラ

  ●環境、リサイクル　等

  ●取引における優位的な地位の乱用

　●顧客情報の流出、情報漏洩

　●不正経理等

　●偽装等

4. 自社及び世間一般でコンプライアンス上問題となった事例

5．監査役・監査委員会・コンプライアンス委員会

6. 担当する業務に関する法規制（競争法／独占禁止法等）

ビジネス知識の習得

PCの基本操作

企業倫理とコンプライアンス
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自分の知識レベルを○△×で

チェックしてみ ましょう。

共通ユニットと能力ユニット
に分かれていま す。現在の

業務ならびに近い将来必要
になる ものを、優先的に能
力向上していきましょう。

必要な知識については、自己評
価のみ行う設 計になっています
が、上司が部下の強み弱みを

チェックして面談時に使ったり、
部下に対して 自己学習を促すた

めのツールとして活用することも
できます。



column 評価者の「目線合わせ」のために

職業能力評価シートは、「職務遂行のための基準」に照らして、「○：一人でできている」
「△：ほぼ一人でできている」「×：できていない」の3段階で評価するという大変シンプルな
仕組みですが、実際に評価を行ってみると、○△×のそれぞれのレベルのとらえ方について、個
人差が生じやすいことが分かります。そこで、評価者の「目線合わせ」を徹底することが不可
欠となります。
そのための方法として、評価を行う前に評価者（管理職等）に対する説明会や研修会を実施し、

評価基準や評価ルール等について、あらかじめ認識の共有化を図っておくと効果的です。
さらに、評価を行った後も、評価者の目線合わせ会議（評価調整会議）を開催し、評価者に

“甘辛”が発生していないか確認し、評価調整を行ってみるとよいでしょう。こうした会議を繰
り返し実施することで、「このような場合にはこういう評価になる」という“我が社の相場観”が
醸成され、次第に評価者の目線が揃うようになってきます。

目線合わせ会議の進め方（例）

❶目線合わせする能力細目の特定
・本人と上司の評価にばらつきが大きい細目
・評価者自身が評価しにくいと感じた細目、など

❷各評価基準の解釈を確認
・①で特定した細目について、○△×それぞれのレベル感を具体的な行動を

明らかにしながら全員で確認します

❸評価目線のすり合わせ
・②の内容について、参加者間で認識に食い違いがあれば、その内容について
話し合い、すり合わせます。その上で、○△ ×それぞれの基準を具体的な
行動と結び付けながら設定します

17



column フィードバック（面談）による人材育成

職業能力評価シートを活用して、本人と上司がそれぞれチェックしてみると、両者の間に認
識の違いが生じる場合があります。このような認識の違いを本人へ伝えること＝フィードバッ
ク（面談）を通じて、本人に気付きを与え、成長へ向けた行動改善や自己啓発を促すきっかけ
にすることができます

フィードバック（面談）のプロセス

（STEP 0）面談の準備

（STEP 1）導入部分

（STEP 2）フィードバック

（STEP 3）時期の目標設定

（STEP 4）面談の終了

30
分
程
度

 あらかじめ部下に伝えたいことを明確にしておきます。

 面談の趣旨を本人に伝え、話しやすい雰囲気をつくりま
す。

 職業能力評価シートやOJTコミュニケーションシートの
内容をもとに、上司としての所感や伝えるべき結果つい
て、本人へ伝えます。

 今後、能力開発で取り組む課題と目標を確認します。
 本人が実施することと上司が支援することを確認します。
 話し合った内容を再度最初から確認します。
 本人の意欲を喚起させ、行動に向けて励まします。

フィードバック（面談）のポイント

フィードバック（面談）は、納得感が大切です。しっかりと準備してフィードバック（面
談）に臨みましょう。

〇準備段階のポイント
①本人の優れている点、課題点を確認します。「○（一人でできている）」とした項目、「×（で
きていない）」とした項目を確認し、能力・スキルの習得状況のおおよその傾向を把握します。

②本人の評価と上司の評価に違いがある項目をあらかじめ確認、整理しておきます。評価に違いが
ある場合、面談で認識をすり合わせる必要があります。特に本人が「○（一人でできている）」
とし、上司が、「×（できていない）」と判定した項目は、重要な育成ポイントになります。

〇面談実施中のポイント
①優れている項目について、本人の「強み」として伝えます。「○（一人でできている）」と評価
した項目について、本人がとっていた行動を引用しながら説明します。良い点は先に伝えるよう
にすることで、本人もその後の話がし易くなります。

②評価の食い違いが生じている項目（特に、自己評価が上司評価より高い項目）を説明します。
「なぜそのような食い違いが生じたのか」について本人の話を聴きながら、評価を付ける前提と
した事実や評価基準に対する認識に違いがないかを確認します。本人の見方に修正すべき点があ
れば、上司の見方を伝えます。その際、抽象的な説明ではなく、数値や具体的な行動事実を引用
しながら丁寧に説明するように心がけて下さい。

③本人に目標を設定させます。目標や目標を達成するための活動計画は、本人に立てさせるように
します。上司から押し付けられたのではなく、自らの意思で取り組むということを自覚してもら
うことで、本人のやる気を引き出します。

④本人の取り組みを支援することを約束し、励まします。最後まで本人が目標に取り組むためには、
適宜上司の助言が必要となります。困ったときには支援することを約束し、一緒に取り組んでい
くことを伝えます。

人
材
育
成
に
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を
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人材要件総括表とは、職業能力評価基準のエッセンスを職務別・レベル別に要約したものであり、
必要なスキルや知識、公的資格の保有要件などがA４版１枚のシートの中にコンパクトに整理され
て います。 人材要件総括表は、いわば職務別・レベル別に求められる“人材スペック”を示したもの
であり、 これを参考にすることで、スタッフの能力や適性に応じた適材適所の人材配置を検討する
ことができます。また、外部から人材を採用する場合や、人材を社内公募する際に、求める人材要
件を社内外に 明示するための資料として活用することもできます。

必要な能力水準を「見える化」する ―人材要件総括表—
４

【人材要件総括表の概要】

人材要件総括表は、「職業能力評価シート」と同様、レベル１後半～レベル２について作成してい
ます。 職業能力評価基準には多数の能力ユニットが存在し、それぞれの能力ユニットの中には更
に多数の 能力評価基準（職務遂行のための基準）や知識要件が書き込まれています。人材要件
総括表は、その エッセンスを職務別・レベル別にA4版1枚に簡潔に整理しています

フィードバック（面談）のポイント

スタッフの募集
新卒採用、中途採用などでスタッフを社外から採用する際に、ハローワークや人材サービス会

社に提出する求人票等の作成支援ツールとして活用することができます。（人材を社内公募する
際にも活用できます。）

配置・ローテーション
人材要件総括表と個々のスタッフの能力・適性等を比較検討することで、人材配置の最適 化や

ジョブ・ローテーションの改善等につなげることができます。

職種間のレベル合わせ
異なる職種間で求められる能力要件のレベル合わせ（例：営業担当者と人事担当者に求められ

る能力のレベル合わせ）を行うことができます。その結果を踏まえ、処遇の適正化等を図ること
もできます。

職
業
能
力
評
価
基
準
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を

職
務
別
・
レ
ベ
ル
別
に
1

枚
で
要
約

様式１

様式２

様式３
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１　仕事の概要

□ L1 □ L3

■ L2 □ L4

２（１）スキル要件（概要）

・ 関係部門と連携しながら、定型的な企業法務実務を確実に遂行し、リーガルリスク管理における助言を適切に行っている。

・ 企業の経営戦略や技術戦略を踏まえ、企業法務実務の担当領域に係る実行計画や方針の立案を行っている。

・ 企業法務実務に関する問題点や今後改善すべき点などを整理し、社内関係者や関係部門等に対して積極的に提言している。

２（２）スキル要件（詳細）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

３　知識要件

会社の規程類 基本的なビジネスマナー

関連する法律理解（個人情報保護等）

不正競争に関する知識

人権、セクハラ、パワハラ等の理解

環境、リサイクルの知識

コンプライアンスの基礎知識

自社業務プロセス

他部門や外注先のキーパーソン

４　関連する資格・検定等

ビジネス・キャリア検定試験（企業法務２級）

ビジネス実務法務検定試験（２級）

法学検定試験スタンダード〈中級〉コース

５　その他特記事項

□

担保権設定と管理に関する知識

与信管理に関する知識

債権回収に関する知識

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

人材要件総括表（企業法務）

職務 企業法務 概要
企業内外で法律判断を必要とする事項に関する対応措置の検討や、法的問
題の未然防止、紛争が発生した際の処理等を行う。知的財産管理に関する
業務を含む．

対応
レベル

おお
むね

意欲・態度
（共通能力）

企業倫理とコンプライアンスについて理解し、実践している。

法律知識のみならず、法令の動向を踏まえて今後取り組むべき課題を論理的に分析している。

自身の役割を理解し、確実な進捗管理をしながら、安易に妥協することなく成果・目標達成に向けて取り組んでいる。

お客様に対して誠意をもって対応し、要望を新たな商品・サービスにいかそうとつとめている。

企業法務
実務

社内外の関係者との報告・連絡・相談をもとに優先事項を検討し、実行計画を策定している

企業法務に関する実務的な対応を適切に行い、部下・同僚・後輩からの実務に関する質問に対し、的を射た回答や助言を行っている。

顧客接点や現場での活動から新しい情報を入手しながら、現在の体制や手法の妥当性を検証している

企業法務業務
の検証と評価

関係部門との役割連携、プロジェクトの実施手順や事務的手続等を正しく理解し、主体的に情報発信・提供を行っている

係争・訴訟が発生した場合には、上司・関係部門と連携しながら弁護士等との折衝を行い、紛争の解決に貢献している。

実際の顧客や現場担当者との接触の中で新しい情報を入手しながら現在の体制や手法の妥当性を検証している。

水準
項目

水準

必須 できれば 必須 できれば 必須 できれば

項目
水準

項目

■ □

■ □ ■ □ ■

■ □ ■ □ ■ □

■ □ 株式会社の運営に関する知識 ■ □ ■

リスクマネジメントに関する知識

□

□

会社の組織再編とM&Aに関する知識

財務、税務・会計に関する知識

■ □

■ □ ■ □ □ □

■ □

民事訴訟・執行に関する知識

国際法務（国際契約等）に関する知識

金融商品取引法とディスクロージャーの知
識

知的財産権に関する知識

非典型契約の作成と審査に関する知識

資格名 必須 できれば 資格名

□

□ ■ □ □

必須 できれば

□ ■ □ □

□ ■ □ □

□ソフト・ロー対応に関する知識□ ■ ■

「人材要件総括表」の構成

人材要件総括表は、下記サンプルのような構成になっています。汎用性を意識して作成されている職業能

力評価基準のエッセンスを凝縮したものですから、それぞれの会社の仕事の実態に応じて一定のカスタマイ

ズを行ったうえで活用してみて下さい。カスタマイズの基本的な考え方は、職業能力評価シートの場合（p.12 

～p. 13）と同じです。人材要件総括表に特徴的なのは、「知識要件」や「関連する資格・検定等」について、

“必須”または“で きれば”を選択してチェックできるようになっていることです。従業員に期待する知識や資

格・検定等を念頭に、ぜひ、“自社版の人材要件総括表”を作成してみて下さい。

必要スキルのエッセンスです。

上記のエッセンスを仕事別にも
う少し詳しく示したものです。

必要知識の概要を列挙したも
のです。レベル１であることを
念頭に、「必須」「できれば」の
いずれかにチェックが入ってい
ます。

関連資格の例です。これ以外
にも多数の資格・検定がありま
すから、必要に応じて各社で追
加してみるとよいでしょう。

必
要
な
能
力
水
準
を
「

見
え
る
化
」

す
る
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人材要件確認表（中途採用面接評価シート）とは、中途即戦力採用（経験者採用）を行う際の面
接シー トとして開発したものです。 人材要件確認表には、採用面接において面接官が応募者に投
者に投げかける質問項目の例がリストアップされています。この質問項目は応募者の過去の職務
経験について掘り下げて質問できる形式になってお り、面接で確認した事実をもとに、応募者が職
業能力評価基準で定義したようなコンピテンシー（思考・ 行動特性）を有しているかどうかをチェック
し、採否を判定できるようになっています。

効果的な経験者採用のために ―人材要件確認表—
５

人材要件確認表の概要

中途即戦力採用の人数ボリュームが比較的大きい「レベル１後半～レベル２程度」を念頭に作成
されています。（職務別に6種類作成されています。）

ポイント

人材要件確認表の基本コンセプト応募者の
職務経験を「事実ベース」で掘り下げて質
問していくことで、職業能力評価基準で定
義したような能力を応募者が実際に保有し
ているかどうかを確認します。

面
接
時
に
活
用

質問

回答
応募者面接官

応募者が職業能力評価基準に示さ
れたようなコンピテンシー（思
考・行動特性）を有しているかを
確認するための面接用質問リスト

人材要件確認表
（中途採用面接評価シート）

１　仕事の概要

□ L1 □ L3

■ L2 □ L4

２（１）スキル要件（概要）

・ 関係部門と連携しながら、定型的な企業法務実務を確実に遂行し、リーガルリスク管理における助言を適切に行っている。

・ 企業の経営戦略や技術戦略を踏まえ、企業法務実務の担当領域に係る実行計画や方針の立案を行っている。

・ 企業法務実務に関する問題点や今後改善すべき点などを整理し、社内関係者や関係部門等に対して積極的に提言している。

２（２）スキル要件（詳細）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

３　知識要件

会社の規程類 基本的なビジネスマナー

関連する法律理解（個人情報保護等）

不正競争に関する知識

人権、セクハラ、パワハラ等の理解

環境、リサイクルの知識

コンプライアンスの基礎知識

自社業務プロセス

他部門や外注先のキーパーソン

４　関連する資格・検定等

ビジネス・キャリア検定試験（企業法務２級）

ビジネス実務法務検定試験（２級）

法学検定試験スタンダード〈中級〉コース

５　その他特記事項

□

担保権設定と管理に関する知識

与信管理に関する知識

債権回収に関する知識

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

人材要件総括表（企業法務）

職務 企業法務 概要
企業内外で法律判断を必要とする事項に関する対応措置の検討や、法的問
題の未然防止、紛争が発生した際の処理等を行う。知的財産管理に関する
業務を含む．

対応
レベル

おお
むね

意欲・態度
（共通能力）

企業倫理とコンプライアンスについて理解し、実践している。

法律知識のみならず、法令の動向を踏まえて今後取り組むべき課題を論理的に分析している。

自身の役割を理解し、確実な進捗管理をしながら、安易に妥協することなく成果・目標達成に向けて取り組んでいる。

お客様に対して誠意をもって対応し、要望を新たな商品・サービスにいかそうとつとめている。

企業法務
実務

社内外の関係者との報告・連絡・相談をもとに優先事項を検討し、実行計画を策定している

企業法務に関する実務的な対応を適切に行い、部下・同僚・後輩からの実務に関する質問に対し、的を射た回答や助言を行っている。

顧客接点や現場での活動から新しい情報を入手しながら、現在の体制や手法の妥当性を検証している

企業法務業務
の検証と評価

関係部門との役割連携、プロジェクトの実施手順や事務的手続等を正しく理解し、主体的に情報発信・提供を行っている

係争・訴訟が発生した場合には、上司・関係部門と連携しながら弁護士等との折衝を行い、紛争の解決に貢献している。

実際の顧客や現場担当者との接触の中で新しい情報を入手しながら現在の体制や手法の妥当性を検証している。

水準
項目

水準

必須 できれば 必須 できれば 必須 できれば

項目
水準

項目

■ □

■ □ ■ □ ■

■ □ ■ □ ■ □

■ □ 株式会社の運営に関する知識 ■ □ ■

リスクマネジメントに関する知識

□

□

会社の組織再編とM&Aに関する知識

財務、税務・会計に関する知識

■ □

■ □ ■ □ □ □

■ □

民事訴訟・執行に関する知識

国際法務（国際契約等）に関する知識

金融商品取引法とディスクロージャーの知
識

知的財産権に関する知識

非典型契約の作成と審査に関する知識

資格名 必須 できれば 資格名

□

□ ■ □ □

必須 できれば

□ ■ □ □

□ ■ □ □

□ソフト・ロー対応に関する知識□ ■ ■
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応募者氏名

職種：

当該職種に求める期待人材像

１．本人の実務経験に関する事項

○

職務経歴書、採用面談、実技試験等で確認した事実 ○

○

○

○

○

○

○

〇

２．本人の基礎能力に関する事項

職務経歴書、採用面談、実技試験等で確認した事実 ○

○

○

○

○

○

○

○

３．保有資格（該当するものを記載）

「判定」欄には、次の記号を記入。　３・・・相当深い知識・経験や十分な適性があることが確認できた　２・・・ある程度の知識・経験や適性があることが確認できた　１・・・知識・経験や適性が乏しいことが確認できた

※・・・確認し切れなかった

「総合判定」欄には、次の記号を記入。　Ａ・・・ぜひ採用候補とすべき　Ｂ・・・採用候補とすべき　Ｃ・・・採用基準から外れる　Ｄ・・・判断留保

面談者氏名 面談日

印

④マナーと心構

え

マナーや身嗜み、態度、言葉遣い（敬語等）に問題はないか。（面接での受け
答えを通じて確認する）

仕事を行ううえで大切にしている事項等があるか。

総

合

所

見

総合判定

②チームワーク

とコミュニケー

ション

チームワーク醸成について。（応募者の理解や過去の経験・失敗談等を語ら
せる）

周囲との関係構築について、また社外への意識の向け方について。（自身の
タイプやコミュニケーションで意識していることを語らせる）

③課題の設定と

成果の追求

仕事の進め方（優先順位、進捗管理等について、過去の経験などを語らせ
る）

成果や目標への意識の持ち方（過去の経験などを語らせる）

判定 面談者所見

①応募理由

志望動機と自社についてどのようなイメージを持ち、どのように活躍したいと
思っているのか。（応募動機等を具体的に語らせる）

自身の強み・弱みについて述べてもらう。自分自身をどこまで認識している
か？
入社後どのような仕事をしてみたいのか。キャリア目標を踏まえて将来はどう
なりたいか述べてもらう。

③組織管理、目

標管理

組織として動くために何が重要か？またはメンバーへの支援や協力などを
行ったことはあるか。（具体例を挙げて語らせる）

部門方針、自身の目標に対して、どのように考えて取り組んできたか。（具体
例を挙げて語らせる）

上記に含まれない全般的な事項 判定の際のチェックポイント

社内の経営戦略や意思決定に参画し、企業法務部門の立場から、提案や改
善を行った経験はあるか。（具体例があれば語らせる）

企業目標を達成していくために重要な企業法務の役割は何か？それに対し
てどう貢献してゆきたいか？

実務

経験

自己申告（経験業務・職種について）

同業界の経験：□あり　□なし

他業界の経験（　　　　　　　　　　）

判定の際のチェックポイント 判定 面談者所見

①これまでの実

績について

これまでに経験した業務（当職種以外の経験でも可）のうち、もっとも達成感
があったのはどのような仕事か。その仕事の重要成功要因は何だったと思う
か。
当社において、これまでに培った経験やノウハウがどのように活かせると考
えているか。

②企業法務実務 これまでに企業法務経験はあるか。自らが創意工夫を行った実例を述べても
らう。（自分の経験に即して具体例を挙げて語らせる）

企業法務業務において、社内外の各部門との連携や調整の経験はあるか。
有る場合、困難な事柄を乗り越えた経験があれば述べてもらう。（具体例が
あれば語らせる）
提案機会やビジネスチャンスにおいて、どのような準備をし、どのような結果
を得たか。（具体例を挙げて語らせる）

「人材要件確認表」（中途採用面接評価シート）の構成

人材要件確認表（中途採用面接評価シート）は、職業能力評価基準を経験者採用の場面でも活用できるよ
うに整備されたもので、採用面接時における職業能力のチェックリストとして活用することができます。

人材要件確認表（中途採用面接評価シート）「企業法務」

採用に当たっての期待人材像（ど
のような人材を採用したいのか）を
企業側で整理します。

業界経験の有無やその具
体的な内容を確認します。

チェックポイントは一つの例で
あり、活用する企業の側でア
レンジ可能です。

採用面接において、「過去
に○○のような経験があり
ますか。

その時あなたはどのように
考え、どのように行動しまし
た

か。それはなぜですか。」と
深く掘り下げて質問するこ
とで、前職での経験や職務
行動を浮き彫りにします。
これにより、応募者が「職
業能力評価基準」で定義し
たような思考・行動特性を
もった人材かどうかを確認
します。

これらの質問項目への受
け答え状況をみて、本人の
基礎能力を判定します。

上記１～３を踏まえて採用
適否を総合判定します。

職務概要書の「関連する資格・
検定等」欄に準拠しています。

「本人の実務経験に関す
る事項」欄は、職業能力評
価基準の「選択能力ユニッ
ト」に対応しており、応募者
の過去の実務経験を掘り
下げて確認する部分です。

「本人の基礎能力に関す
る事項」欄は、職業能力評
価基準の「共通能力ユニッ
ト」に概念的に対応するも
ので、応募者の基本的な
意欲・態度を確認する部
分です。

効
果
的
な
経
験
者
採
用
の
た
め
に

22



経験者採用を効果的に進めるには

職業能力評価シートや人材要件確認表（中途採用面接評価シート）を活用することで、経験年数や 保有資

格などの観点だけでなく、“能力本位”の視点から応募者の実力を見極めることができます。 例えば、レベル

２クラスの広報スタッフを中途採用する場合、まず、該当する職業能力評価シー ト（広報レベル２）を使用して

セルフ チェックをしてもらい、それをもとに職務経験を詳しく確認することで、応募者の実力を把握することが

可能になります。 また、前頁でご紹介した「人材要件確認表」を活用して採用面接を行い、応募者のコンピテ

ンシー （思考・行動特性）を確認して採否決定の参考指標にしてみてもよいでしょう。

取り組みの進め方とポイント

STEP１ 求める人材像の確認と準備

STEP２ 応募者の知識・スキルレベルの把握

STEP３ 採否の決定

採用する職種を確認の上、募集するレベ
ル 層をキャリアマップなどを目安に検討し
ます。 資格保有など、特に重視する要件
があれば、 あらかじめ明らかにしておきま
す。 右表を参考として必要な準備を行いま
す。

応募書類がある場合には、記載内容をもとに
事 前に可能な範囲で応募者の知識やスキルな
どの チェックを行っておきます。 応募者によるセ
ルフチェックを通じてレベルチェックする場合は、
チェック方法を説明の上、 10～15分程度の時間
を設け、応募者にセルフ チェックしてもらいます。
チェック終了後、面接 を通じてその内容をさらに
深く確認します。 一方、採用面接時のインタ
ビューを通じてレベ ルチェックする場合には、人
材要件確認表に沿っ て、実務経験の内容を詳
しく確認していきます。

セルフチェックや採用面接を通じて把握した応募者の知識やスキルレベルの状況をもとに、
求める人物像として相応しいレベルかどうかを確認します。応募者から受ける印象や属性情
報（年齢、性別など）、保有資格といった外形的な情報ばかりに引きずられず、可能な限り多
面的な視点から採否を判定するとよいでしょう。

応募者面接官

応募者によるセルフチェックを
通じてレベルチェックする場合

採用面接時のインタビューを
通じてレベルチェックする場合

職業能力評価シート
を活用します。

人材要件確認表を活
用します。
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このホームページが表示されたら、
目次の「活用ツール」をクリック
します。

職業能力評価シートを
ダウンロードするには、
ここをクリックします

画面をスクロールして、
「キャリアマップ、
職業能力評価シート、
導入・活用マニュアル」
のアクションボタンを
クリックします。

例えば、「企業法務」職務のレベル1に関する
職業能力評価シートをクリックします。

６



氏 名 実施日

氏 名(評価者) 実施日

<職業能力評価シート>

企業法務

レベル１

企業法務における基本的な知識と技能を有し、上司の指示・助言を踏まえ
て日常業
務を遂行できる能力水準

■職業能力評価シートの目的
職業能力評価シートの第一義的な目的は「人材育成」です。「自分の(または部下の)能力レベルはどの
程度なのか」「何が不足しているのか」を具体的に把握することで、人材育成に有効な示唆を得ることが
で
きます。

■職業能力評価シートの構成
職業能力評価シートは、「共通能力ユニット」と「選択能力ユニット」の2つから構成されています。「共
通
能力ユニット」は、職種・レベル共通で求められる項目であり、レベル1では全職務同じ項目が設定されて
います。「選択能力ユニット」は、職務によって異なる項目です。

■職業能力評価シートの使い方
«「職務遂行のための基準」について»
(1)評価判定の手順
「評価の基準」に基づき、「①自己評価」→「②上司評価」の順で評価を行ってください。また、上司は
「③コメント」を記入してください。特に「自己評価」と「上司評価」が異なる場合は、具体例を示す等
しなが
ら、なぜこの評価としたかを明示してください。

(2)評価の基準
○ … 一人でできている。(下位者に教えることができるレベルを含む)
△ … ほぼ一人でできている。(一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル)
× … できていない。(常に上位者・周囲の助けが必要なレベル)
(注)該当しない評価項目について
業務上、被評価者に該当しない評価項目がある場合は「－」と表記し、評価しません。

«「必要な知識」について»
被評価者による自己評価を○×の2択で行い、自身に不足している知識を確認することで、自己学習
の分野選定に活用してください。

ダウンロードした職業能力評価シートはP.10～P.11でご紹介した方法で活用してみてください。

スキルレベルチェックグラフ

課
題
特
定
・
目
標
設
定

実
績
確
認

キャリアマップ、職業能力評価シート、
OJTコミュニケーションシートを活用
して、「人が育つ会社」の実現に向け
た取り組みを進めてみませんか。

能力ユニット・点数一覧
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企業法務」職務のレベル１に関
する職業能力評価シートをダウ
ンロードしました。

自社が目指す人材像を
キャリアマップで示す

評価結果の確認、スキル
アップ目標の設定



サンプル

上司評価 コメント

③ビジネスマナーの習得

①PCの基本操作

③情報の検索・加工と整理

②倫理的問題の解決

①チームワークの発揮

②国際法務の推進

#DIV/0!
0 0

#DIV/0!
0 0

#DIV/0!
0 0

0
#DIV/0!

集計

②ワープロソフト、表計算ソフト

等の活用

①法規範、社内規範、倫理規範

の遵守

の推進

評価
いる

文書、表・グラフ作成を行っている

る

者に相談し助力を求めている

①②周担囲当と業の務関に係関構
す築る作業方法・

業務に関しては、上司の包括的助言を踏まえて業務を完遂している

題点や改善すべきと思う点を自分なりに整理し、上司や先輩に対して意見具申して

いる

上司評価
合計数にしめる割合

ツ
ー
ル
の
入
手
方
法
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③ビジネスマナーの習得

①PCの基本操作

③情報の検索・加工と整理

②倫理的問題の解決

②ワープロソフト、表計算ソフト

①法規範、社内規範、倫理規範

文書、表・グラフ作成を行っている

③ビジネスマナーの習得

①PCの基本操作

③情報の検索・加工と整理

②倫理的問題の解決

②ワープロソフト、表計算ソフト

文書、表・グラフ作成を行っている

①チームワークの発揮

①PCの基本操作

②倫理的問題の解決

②ワープロソフト、表計算ソフト

①法規範、社内規範、倫理規範

③情報の検索・加工と整理

①PCの基本操作



OJTコミュニケーションシート

スキルレベルチェックグラフ

紛争処理基礎 係者との連携…

知的財産権基礎 課題の設定と成…

消費者関連法に… 業務効率化の推進

社内規程・文書管
…

様性の尊重と…

企業取引に関す

0.
0.
0.
0.

とコンプ…

ビジネス知識の習得

リスクマネジメン
ト…国際法務

課
題
特
定
・

目
標
設
定

実
績
確
認
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協力企業一覧

包括的職業能力評価制度整備委員会（メンテナンス）

事務系職種（企業法務、総務、広報、経理、資金財務、経営管理分析、国際経営管理、貿易）

委員名簿

氏 名 所属先・役職名

○ 田口和雄 高千穂大学経営学部教授

堀江 泰夫 日本組織内司法書士協会 顧問

宮前 和明 株式会社イオン銀行 人事部

篠崎 良一 PR総研 主席研究員、広報の学校 学校長（共同ピーアール株式会社）

萬成 力 株式会社ニフコ 執行役員

華園 ふみ江 日本ＣＦＯ協会 事業開発責任者

草野 英信 貿易アドバイザー協会 会員

中村 好伸 リロ・パナソニック・エクセルインターナショナル株式会社 顧問

(Ｏ:座長。順不同、敬称略。所属:委員委嘱当時(平成30年12月)の所属、役職名等を記載。)
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